
【研究ノート】

ウェールズの分権改革

ウェールズ政府法の改正過程 とその特徴

豊石見
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ウェールズ分権改革のはじまり

ウェールズ議会および政府の改革

2007年ウェールズ議会議員選挙の結果とその後の政治状況

おわりに

１－はじめに

英国は、イングランド，ウェールズ，スコットランド，北アイルランドの４

(thelJnitedKmgdom）である。ブレア前首相つの地域で構成される連合下田

それらの各地域に地域議会を設けて， ウェストミンスターの英国議会から

(devolution）に取りIil[んできた。た

Ｉま．

その地域議会に権限を委譲する分権改革

ざは各地域でかなり異なる［だし，口に地域議会と言っても，その権限の大き

スコットランドの議会は．“theScottishParhame］ishParhament”と呼ばれ，主要立法の制

方，ウェールズの議会は，“LheNalioIla］定権と課税変更権を有している。

基本的には英国議会で制定した法律の範囲内AssemblylorWales”と呼ぱｵし，

それを執行するための具体的な命令･規則などを定める権限のみを有する。で，

最も大規模な権限委このように多様性が見られる英国の分権改革であるが、

讓が行われたスコットランドの事例については．わが国でも多くの紹介が行わ

ウェールズについてはほとんどその分権化の中身やスコれてきたが、 トラン
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ウェールズの分権改革 ウェールズ政府法の改丁渦程とその特徴 (石見）

ドとのちがいなどが知られていない。 また，2006年７月に新しいウェールズ

ウェールズ議会と政府の権限･組織に改革の手が加えられ政府法が制定され，

た゜小論では，そ‘そのような変化をふまえて，次の手順で，，ウェールズにおける

その特徴を明らかにし分権改革の中身やその後の変化について整理･紹介し，

たいと考えている。

まず，1998年に制定されたウェールズ政府法の内容をふり返り，ウェール

ズにおける分権改革の制度的特徴やスコッ トランド議会とのちがいなどについ

特に2006年７月の新しいウェールズ政て整理したい。次に，

府法の内容を紹介し，

その後の変化，

どのような点でウェ 一ルズ議会と政府の権限･組織が改

革されたのかについて整理したい。 2007年５月の第３回ウェールズ議最後に，

会議員選挙の結果をふまえて， －ルズ議会の進むべき方向』性やさら今後のウェ

なる分権化の可能性などについて検討するつもりである。

2．ウェールズ分権改革のはじまり

（１）ウェールズにおける分権化の経緯

ウェールズは，1536年にイングランドに併合された。スコットランドの場

合，イングランドとの連合王国の形成後も，法律｡教育.宗教などの自律性を保

ヱールズではイング持してきたが｡ウー ランドと同じ法律やイ了政制度が採用され，

同化の度が高い。しかし，駅名などには，英語の他にウェールズ語での表示が

見られ，ウェールズの独自文化を遣そうという意欲が伺える。

ウェールズにおいても，1979年に一度，スコットランドと同じく，ウエー

ルズ議会の設置の是非を問う住民投票が実施された。 ただし，この時は投票者

の２０％ほどの支持を得たに過ぎず， 全有権者議会設置の提案は否決された。

の329％の支持を受けたものの， 40％以上の支持が必要との規定が壁となり，

トランドと比べると，同じく議会が設置ざ議会の設置が実現しなかったスコッ

市民の間の議会設置に対する熱意に大きな開きがれなかったとは言うものの，

あった。上記のように，イン ドと同じ法律や行政制度が採用されていて、イングラン
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴（石見）

分権化を求める声は小さかった。同化の度が高い分，

再び，1997年９

れた。スコットラ

ウェールズ議会の設置の有無を問う住民投票が実施さ1997年９月，

コットラン｝ﾄﾞでの住民投票と異なり，ウェールズの住民投票では，ウ

つまり，ウェールズ議エールズ議会の設置に同意するか否かのみが問われた。

トランドでの住民投票のよ

投票の結果は，かろうじて

)設置が決まった。その後，

会は課税変更権を有さない予定だったので， スコッ

課税変更権の有無に関する質問はなかった。うに，

ウェールズ議会の設置が決まったｃ過半数を超える５０３％の賛成で，

99年５月に第１回ウエールズ議月にウェールズ政府法が制定され，1998年１１

同年９月からウェールズ議会および政府は活動を始め会議員選挙が実施され，

た。

ウェールズ議会・政府のしくみとその役割(2)

ているのか。1998年に制定しくみはどうなっウェールズ議会および政府の

ウェールズ議会の定数は60名で， そのうされたウェールズ政府法によれば，

20名が比例代表制によって選ばれる。ち４０名が小選挙区制，

執行機関としては首相（FirstSecretaly，通常はFirstMimsterと呼ばれた）

から構成される内閣通常はMinisterと呼ばれた）と８名の大臣（Secretary，

(BxecutiveColmmttee，通常はCabmeLと呼ばれた）が設けられている。議会

と内閣は，これまでウェールズ省（WelshOffice）が担当していた業務のほと

んどを引き継いだ。ただし，ウェールズ担当大臣（SecretmyofStatefbrWales）

国の法律に関ウェールズ担当大臣に残された役割としては，の職は残された。

する事項，国のネ

る゜

国会におけるウェールズ問題への対応などであ国の補助金の交付！

ウェールズ議会の委員会の特ウェールズ議会が担う機能とその権限，以下，

ウェールズ担当大原の位ウェールズ政府および行政のしくみ，徴（特殊性)，

置づけの順で，置づけの順で，もう少し詳しく，ウェールズ議会･政府のしくみや役割につい

て整理紹介したい。

－６７－



ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (市｢見）ウェールズの分権改革：

ァ．ウェールズ議会の機能と権限

まず指摘しなけれ

'eglslation）のみを

二次立法は，従位

立法とは何か。二

ウェールズ議会の機能｡権限について述べるにあたって，

二次立法ぱならない点は．ウェールズ議会は， 立法（secondary

いうことである。

る。二次（従位）

制定することができる権限を有していると

とも呼ばれる。立法（subordmatelegislation）

英国議会が制定した法律の範囲内で定められる規則 (rule）や規次立法とは，

枢密院令に基づ

、分権改革（分

二次立法を制定する権限は，制（regulation）を指す。通常，

それがウェールズでは，分権改革（分

に基づいて．ウェールズ議会に委譲さ

いて各省大臣および各省に委譲される。

権化）の結果，ウエールズ政府法の規定に基づいて，ウェールズ議会に委譲さ

れた。

一方，スコットランド議会は，－次立法（pIimaⅣlegjslation）を制定できる

権限を有している。つまり，スコットランド法（theScotlandAct）に基づい

て，スコットランド議会に委譲された権限については，英国議会での議を経る

ことなく，自由に法律を制定することができる。この点が，課税変更権の有無

ﾄﾞ議会とウェールズ議会の最も異なる点である。と並んで，．

それでは，

スコットラ＞

ウェールズ政府法に基づいてウェールズ議会に委譲された二次立

次の権限がそれである。農業および法の権限にはどのようなものがあるのか。

漁業，文化，経済開発，教育および職業訓練，環境，保健，高速道路，住宅，

産業，地方自治，社会サービス，スポーツ，観光，都市および農村計画，交通，

水道，ウェールズ語である。これらの権限は，ウェールズ政府法のスケジュー

ル２において規定されていた。委譲される権限（devolvedpowers）と英国議

会に留保される権限（reservedpowers）に分ける考え方は，スコットランド

法と同じであるが，規定の仕方が若干異なる。と言うのは，スコットランド法

』う規定の仕方をそれ以外の権限は委譲されるとしでは，留保権限が明記され，

採ったのに対して，ウェールズ政府法では，委譲される権限を明記するという

ちがいが見られた。委譲された権限について，英国議会はいつでも関与する権

英国議会とウェール

員会（theJudicial

委譲された権限の解釈などをめぐって，限を有し，また，

ズ議会の間に対立が生じた場合は，枢密院の司法委員会
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見）

Conmittee）が最終的に判断するしくみは，スコットランドと同じである。

ウェールズ政府法とウェールズ議会の議事規則（StandmgOrdcrs）は，ウェ

一ルズ議会の主題別委員会 (SubjectCommittees）によって，制定法的文書

(StatutoIylnstnⅡnents)の原案が検討されなければならないこ とを求めていた［

この制定法的文書が，二次立法を具体化したものであり，規則や規制などの総

ズ議会の機能･権限に詳しいデイーコン称である。

によれば，

'よ中央４

(Deacon）の整理

烏合がある、それ

ウエー几

制定法的文書が定められる経緯には、 次の３つの場合がある。

中央各省の求めI= I)定められる場合， ウェールズ議会自身によって定め

LP央各省とウェールズ議会の協力によって定められられる場合，

である。大」

る場合の３つ

大半は、中央各省の求めにより定められるパターンである。ウエー几

ズ議会自身によるパター ンは少数であり。 両者の協議によるパターンはさらに

少ないという'も

れる二次立法は，

このように見てくると，分権改革後も．ウェールズで制定ざ

ウェールズ議会のイニシアティ ブによるものではなく、中央､,ロゴ､

ｺﾞﾐた，そ

’ができ

各省およびウェールズ省の要望によ るものが主であることが分かる｡

れらの二次立法の制定に対して，ウェールズ議会は十分な審査（審議）

ていないことを批判する声もある2)。

ウェールズ議会が二次立法のみを制定でき， 一次立法については制定できな

｢’２００１～０２年のウェールズ議いことは，これまで指摘してきた通りであるが，

会の会期において，ウェールズ議会は‘ ウェールズ議会から中央政府に対して

－次立法の制定を要求できるよ うに議事規則を変更した。それによれば，ウェ

－ルズ議会が毎年３月末までに， ウェールズ政府の内閣から提出された－次立

法制定に関する要求を承認した場合、 ウェールズ政府の首相はウエー ルズ担当

大臣との協議に入ることが規定された〔 ただし．そのウェールズ議会からの巾

し出を英国政府に伝え， また英国議会で一次立法制定のための立法手続きに進

ルズ担当大臣の判断に任されている｡!。 一次立法制定のめるか否かは．ウエー

要求をめぐる

パクーンが方

ウェールズ担当大臣からウェールズ議会への返答にはいくつかの

ンがある4)。
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴（石見）

(特殊』性）ウェールズ議会の委員会の特徴イ．

ウェールズ議会には，議会設置当初，

第一は，主題別委員会（SubjectCom］

次の４種類の委員会が設けられていた。

第一は，主題別委員会（SubjectCommittee）であり，1999年５月の議会設置

時点で６つの委員会があった（表１参照)。また，大臣の業務分担もこの主題

別委員会と対応していた。しかし，その後，主題別委員会の編成は大きく変わ

｢環境･計画･交通委員会った゜議会設置の翌年の2000年には， (Environment’

だ。また。「地｣，「文化委員会（Culture)」

は「地方自治･住宅委員会

が新設された。また，｜地

(LocalGovernmentand

PlanningandTransport）」，

方自治･環境委員会」は

HOusing)」に再編された〔

教育委員会も「教育･生涯

対象年齢が16歳未満と以上で２つに分かれていた

｢教育･生涯学習委員会 andLifelongLearnmg)」に

８つの委員会に再編された

(Education

2003～2007年の第２期の議会では。統合された。

(表２参照)。

第二は，科

このように主題別委員会は度々再編されてきた。

常任委員会（StandingCommittee）である。ウエールズ政府法の規

次の７つの委員会が設け1999～2003年の第１期の議会では。定に基づいで

られた。監：

Opportumty)，

監査（Audit)，立法（Legislation)，機会均等（IHquahtyof

7)，欧州･対外事項（EuropeanandExternalAffairs)，ウエールズ義

lsmessoftheAssemblV)，英国議会関係（HouseCommittee)，生活会運営（BusmessoftheAssembly)，英国議；

水準（StandardsofConduct）の７つである。 2003～2007年の第２期の議会で

｢議会運営委員会ウェールズ議会運営委員会と英国議会関係委員会が}よ．

表１ウェールズ議会における主題別委員会（1999年５月）

委員会名

農業･農村開発（AgricultureandRuralDevelopment）

経済開発（EconomicDevelopment）

保健･社会サービス（HealthandSocialServices）

地方自治･環境（LocalGoverTmnPmtandEnvironment）

１６歳以上の教育･職業訓練（Post-16EducationandmFaining）

16歳未満の教育･職業訓練（Pre-16Educationandlfaining）

出典；ウェールズ議会ウェブページ
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見）

(Busmess)」に統合された。

第三は，地域別委員会（RegionalCommittec）である（表３参照)。住民の

その声を議会運営に活かすべく議会に助言を与えているのが地域別声を聞き，

これが設けられているのがウェールズ議会の委員会制度委員会の目的であるｃ

2003年には３つの特徴であった。当初， 4つの地域別委員会が設けられたが，

表２ウェールズ議会における主題別委員会（2003年７月）

委員会名

文化･ウェールズ語･スポーツ（Culture,WelshLanguageandSport）

経済開発･交通（EconomicDevelopmentandnansport)注

教育･生涯学習（EducationandLifelongLearning)注

環境･計画･田園地帯（Environment,P1anningandCountryside）

保健･社会サービス（HealthandSocialServices）

地方自治･公益事業（LocalGovernmentandPublicServices）

社会正義｡更生（SocialJusticeandRegeneration）

議長パネル（PanelofChairs）

注：２００６年４月から、教育･生涯学習･専門技術委員会（Education，

LifblongLearningandSknls)、企業･刷新･ネットワーク委員会

（Enterprise,InnovationandNetworks）に再編された。
出典：ウェールズ議会ウェブページ

表３ウェールズ議会における地域別委員会

委員会名

北部ウェールズ（NorthWales）

中部ウェールズ（MidWbLles）

南東部ウェールズ（SouthWalesEast）

南西部ウェールズ（SouthWalesWest）

注：２００３年６月～2005年３月、地域別委

員会は、中部、南東部、南西部の３つ

に再編された｡2005年４月以降､それ

はさらに、北部、中部、南東部、南西

部、南部中央の５つに再編された。

出典：ウェールズ議会ウェブページ

部、中
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (汽見）

に再編され，2005年にはさらに５つに再編された。2007年以降は，この地域

別委員会は設けられなくなった。

第四は，その他の委員会で，1999年５月から2003年４月まで設置された計

画意思決定委員会（P1anningDecision）などがそれにあたる。

その時々の必要性に応じて．ウェールズ議会の委員会組織は，以上のように，

しばしば変更されてきた。

_ルズ政府および行政のしくみウ． ウェ

首相を選出しなければならないウェールズ議会は，ウェールズ政府法では，

と規定されている。また， 首相は８名まで大臣を任命し， 首相と大臣により内

1998年に制定されたウエール闇を構成することが規定されていた。 ただし，

この内閣は，議会の執行委員会（ExecutiveOommittee）といズ政府法では，

う位置づけで， その一方で．内閣は議会の一部という組織形態を採っていた。

議会全体の政治的指導者とさ内閣や行政部を代表するだけではなく，首相は，

れた゜ 上記のように８人の大臣が担当する業務分担れた゜また，

portfblios）｝

(theministers,

議会の主題別委員会の種類に基づＩ 』て決められることがウェ}よ，

このような組織形態を採ることから，－ルズ政府法で規定されていた。 ウエー

ウェストミンスター型の議会･内閣関係よりルズ議会とその政府との関係は，

して設計されたといえる。さらに密接な関係と

その後，修正の手が加

iMorgan）首相は，ウ

このウェールズ独特の議会･内閣関係にはただし，

えられたｃ 2001年11月２７日，ロドリ・モーガン（Rhodli

2002年からウェールズ政府エールズ政府の議会からの分離を宣言した。

という名称が用いられるようになり，次いで(Welshassemblygovernment）

運用面でのその分離が実現した。2004年から実際，

ウェールズ省で勤務していた公務員の大半はウェールズ政府に分権改革前，

ウェールズ政府およびウェールズ省で勤少数がウェールズ省に残った。移り，

分権改革後も変わらず，英国政府の公務員である。英務する公務員の身分は，分権改革後も変わら

国の公務員制度では，公務員（Cjvilservice） の語は中央本省およびその出先
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ウェールズの分権改革： ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見）

機関に属する「国家公務員」のみに用い，労使の雇用契約による地方自治体の

職員には用いない。その意味では，分権改革によって，所属機関がウェールズ

公務員の身分には何ら変更がなかった。-ルズ政府に変わっても，省からウエ

この点は，

からスコツ

た。北アイ

スコットランドでも同じだった。つまり，所属がスコットランド省

トランド行政府に変わっても，公務員としての身分に変化はなかつ

北アイルランドの場合は、ルランドのみが事情を異にした。ただし，

分権改革の有無に関係なく，以前から大ブリテン島（イングランド，ウェール

の中央政府機関で採用されているものと 'よ異なる公務員ｽﾞ，スコットランド）

制度を用いてきた。

この数

1,456人

これら

2004年時点において，ウェールズ政府には4,290人の公務員がいる（

分権改革前のウェールズ省で勤務していた公務員の数と比べて，ぱ，

ﾄﾞの増加となっている5)。 ただし，の増加，金額にし

数字は，ウェール

(quangos）が設Ｉ

て１億５００万ボン

ニールズ政府本体だけの数である。これ以外にも多くの特殊法人

が設けられている。ウェールズにおける特殊法人は“ASPBs

oonsoredPUbhcBodies)，，と呼ばれる。ディーコンの指摘によれ(Assembly-SponsoredPUbhcBodies）

ぱ，かつてのASPBsは，中央各省と，

が，1999年以後，ウェールズ議会は，

理しようと試みてきた。しかしなが『

り密接な関連を持っていなかった中央各省とはあま

ASPBsをできる限り中央各省ごとに整

1分なアカウ

また，ウエー

果2004年７

しかしながら． それによってASPBsが

を確保したとは言えない状況にある。ンタビリテイ（説明責任）

ASPBsの廃止･統合に関する検討を行った･ その結果，ルズ議会は，

月１４日，ウ

を発表した。

ASPBsを議会に統合することウェールズ政府は，３つの最大規模の

三・それは，ウェールズ開発公社（theを発表した。それは，ウエールス開発公社（theWelshDevelopmentAgency），

ウェールズ観光協会（theWalesTouristBoard)，ウェールズ教育･学習庁

(EducationandLeamingWales）の３つである`)。

エ．ウェールズ担当大臣の位置づけ

ウェールズ議会の誕生により，従来， ウェールズ担当大臣が担当していたほ

ウェールズ議会に移された。ただし，ウエール

ー７３－

とんどすべての機能･権限は，
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ズ担当大臣およびその副大臣（ajumor minister）の職は残された。また，ウ

後に詳しく触れるリチャード委員会のエールズ担当大臣は閣僚の一人である。

整理を参考にすれば，現在，

ると考えられている。

ウエールズ担当大臣が果たす機能は次の５つであ

①英国政府およ ぴ英国議会にウェールズの声を伝えること。

②ウェールズの分権改革の後見人と して務めること。つまり，中央各省がウ

エールズ議会の各部局と適切に協議し， 論争において解決を導くことを保

障すること。

③ウェールズの利益が英国政府の意思決定において完全に考慮されるように

保障すること。

④ウエールズに影響を与えるしかけ として,－次立法の制定に向けて努力し、

英国議会において意思決定を行うこと。

⑤年金，社会保険、 国防などの権限委譲されていない事項に関して， ウエー

その代表的役割を果たすこと7)。ルズの利益を守るよう，

ちなみに， ウェールズ省に所属する公務員は４８名のみである。 上記のよう

改革後，変ウェールズ担当大臣の職は残されたが． その位置づけは，分権改革後，変

当時のウェールズ担当大臣はピー

ポウェールズ担当大臣と共に，庶

己al）に任命された。同時に，ウェ

ConstitutionAffairs）の管轄下に

に，

化してきたようである。2003年６月 １２日，

ターヘイン（PcterHain）だったが，彼

民院リーダーおよび王璽尚書（LordPrivy

-ルズ省は憲法問題省（theDepartmentj

組み込まれた。これは，分権改革によりウ

ターヘイン（PcterHain）だったが，彼は，；

民院リーダーおよび王璽尚書（LordPrivySeal）

_ルズ省は憲法問題省（theDepartmentforCc

エールズ担当大臣の負担が減叺 ウ

エールズ担当大臣の職が専任職でなくても よくなったことを示しているとい

造では，へイン大臣は，ウェールう。また，2005年５月の総選挙後の内閣改造では，へイン大臣は，ウェール

ズ担当大臣と北アイルランド担当大臣を兼ねることになった8)。ウェールズ担

当大臣の機能や位置づけは， 今後も変わることが予想される91。

ホウェールズの財政について

1999年の分権改革後も， ウエールズ議会の運営等に必要な財源については，

－７４－
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ウェールズ担当大臣が英国議会から配分された財源をウェールズ議会に交付す

ろしくみが続けられてきた。ただし，このしくみは，ウェールズだけではなく，

英国議会からウェールズやスコットラランドについても同様である。スコット

ンＦに配分される財源は，包括補助金（ablockgrant）であり，その額はバー

ネット・フォーミュラー（theBamettFormllla）という計算式により決定され

る。これは，イングランドの額を基礎とし，それに対して，ウェールズの人口

2005年度のウエールズへの配分規模やＧＤＰの大小で増減されるものである。

額は，120億ポンドである。

ウェールズの財政に寄与するもう一つの財源として，ＥＵからの補助金を拳

げることができる。これは，欧州構造基金（EuropeanStructuralFundingpro-

grmnme）と呼ばれるものである。欧州構造基金には，３つの種類があるが10)，
東ウェールズの地域支援に１億2100ユーロがそのうちの「目的2」Ｉ

配分された'1)。その他，

ある'2)。

財源の面で見ると，

によって，

とによる補助金も欧州共通農業政策を採用しているこ

ウェールズに限らず，スコットランドも含めて，中央政

英国における税財源の分権改革は全く府の財源に完全に依存している状態で，

プライド･カムリ（PlmdCymru）やウェールズでは，進んでいないと言える。ウェールフ

自由民主党が，バーネット・フォー

に求めている。しかし，労働党政オ

両党の要求を拒絶してきた'3)。

ミュラーに関する開かれた議論を英国政府

スコットランドへの影響を懸念して，労働党政権は，

2006年ウェールズ政府法の制

自が予定されている。つまり，

この集権的な財政構造についても，ただし，

定により， 2007年以降は，若干改められることが予定されている。

さまざまな政策プログラムについての財源をウェールズ政ウェールズ議会は，

議決できる権限を得ることになっている。府が確保できるように，

7５－
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ウェールズ議会および政府の改革3．

(1) リチャード委員会の設置とその報告

エールズ議会のしくみについては，ウェールズの分権改革の内容およびウ 当

ば，ウェールズ議会では，ニ

ウェールズ議会とその内閣と

初から疑問の声が挙がっていた。 それは具体的には，

次立法しか制定できないという限られた権限や，

ウェールズ政府で連合を組む自由民主の独特の関係などに向けられた。また，

党（theWelshLiberalDemocrats）は，ウェールズ議会がスコットランド型の

議会（parliament）になることを求めていた。

そこで，そうした問題点を検討するため，ウェールズ議会は，リチャード委

員会を設置した。リチャード委員会と呼ばれるのは，その委員会の委員長を元

ﾄﾞ卿（LordRichard）が務めたからであるｃ庶民院議員で元国連大使のリチャー

他に９人の委員が任命されたが， そのうち４人また，リチャード委員会には，

'よ政党からの推薦により，残残り の５人は無党派の独立系のメンバーであった。

①ウエーﾄﾞ委員会に求められた検討事項は次の２点であった。当初，リチャー

ルズ議会の現行の権限が十分なものであるかどうか検討するこ と，②ウエー几

ズ議会の選挙制度が妥当なものであるかどうか検討すること'4)。

2004年４月に発表した。そこでは，

そして，その４点は，2011年までに改

リチャード委員会は，検討の結果を，

主として次の４点の改革案を勧告した。

革することを提案した。

①ウェールズ議会は，

②ウェールズ議会は，

その委譲される権限をさらに高めるべきである。

－次立法の制定権を付与されるべきである。

60名から８０名に増員されるべきであり，③ウェールズ議会の議員数は，

の全員がSTV方式15)lこよっ

そ

の全員がSTV方式lbIによって選挙されるべきである。

④ウエールズ議会は，立法部と執政部に再編されるべきである１６)。

ウェールズ議会がスコ

とである。しかし，実

ﾄﾞ委員会報告の中の最も重要な論点は、このリチャー

ソトランド型の“parhament”になることを支持したことであるｃ

－７６－
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委員会の検討過程でかなり変わってしまった。 と言うのは，際の政治状況は，

自由民主党はウェールズ政府での連合委員会が報告を提出する１１か月前に，

を離脱したからである。その結果，ウェールズ政府は，労働党の単独政権にな

ったが，労働党は分権問題については，保守的な－面も持っていた。つまり，

ウェールズ議会への－次立法の制定権の付与やＳＴＶ方式の採用には反対して

2004年９月１２日のウエールズ労働党の特別いたからである'7)。その方針は，

会議でも確認された。ちなみに， ウェールズ議会で採用されている比例代表制

は，ＡＭＳ（AdditionalMemberSystem）と呼ばれる方式である'８１。上記のリチ

ャード委員会は，現行の小選挙区制と比例代表制（AMS方式）を止めて，全

とを提案した。ての議員がSTV方式によって選出されるこ

｢ウェールズのためのよウェールズ担当大臣のへインは，2005年６月中旬，

l)良い統治（Betteγ と題する白書を英国政府に提出GoUemcz7zcejbγWizZes)』

ﾄが示された。

に分けること。

る次の３つのポイ＞ウェールズ議会改革に関すした。そこには，

(議会的機能と執政部的機能）①ウェールズ議会を２つの機能

権限の分離的な形態を導入する従来の協調的な組織形態を改め，つまり，

こと。； 論争の余地のない改革であるので， ウェこれについては，こと。ただし，

_ルズ議会は，

している。

既に2004年10月から立法部と執政部を分ける改革を実施

現行の同じ候補者が小選挙区と比例代表の両方に立②選挙制度については，

候補できるしくみは止めるべきである。

とが必要で

ers）｜を用

③一次立法の制定のためには次の３つの方法のいずれかをとるこ

ある。第１の方法は，英国議会の「枠組み権（fTameworkpowers)」

ズ議会のために法案を通すための方法いることである。これは， ウェール

であり，ウェールズ議会によって企てられ，英国議会の審査を伴わないも

のである。第２の方法は，ウェールズ議会が既に枢密院令によって権限を

実質的な権限をウェールズ議会に移管する方有している分野に関しては，

法である。これは，ウェールズ議会と英国議会の双方の同意によって行 し。

得る。第３の方法は，ウェールズ議会が既に機能（実施）的役割を果たし

－７７－
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認めるといウェールズ議会に完全な一次立法権をている分野については，

う方法である。ただし， そのためにはウェールズ市民による住民投票を行

うことが必要である。

第１の点については，白書の中でも触れられているように既に運用面で実現

第２の点については，労働

なかった。と言うのは，規

多くの政治家の賛同を得た。している改革であり，

党には歓迎されたが， 他の政党ではあまり歓迎されなかった。

小選挙区と比例区の向方に別々の候補者を立てることが難模の小さな党では，

しかったからである。第３の点については，３つの方法がそれぞれ問題をはら

んでいるというような主として否定（批判）的な受け取り方をされた'9)。多く

それが実際には機能しないシステムであるとみなした２０１。の学者たちは，

2006年ウェールズ政府法の制定とその主な内容(2)

2006年ウエールズ政府

実現し，それは，２００７

実際のウェールズ議会の組織･権限に関する改革は，

法（theGovernmontofWmesAct2006）の制定により実現し，それは，２００７

年５月に始まった第３期のウエー ルズ議会から効力を発揮することになったこ

同法制定のための法案（theGovemmentofWalesBm）は，2005年12月８日，

英国議会に提出され，英国議会での審議を経て，2006年７月２７日，女王の裁

可を得て成立した。ウェールズ担当ﾉﾋ臣のへインとウェールズ政府首相のモー

分権化へ向けての最も重要な一歩であり，ガンは共に．「これは，1999年以来，

との同法の制定を歓迎するコメウェールズの人々にとって歴史的な日である!’

ン卜を発表した21)。

ウェールズ議会の新しい立法権限とその手続きはどのようなものか。 それを

、この規定しているのは，2006年ウェールズ政府法のスケジュール５である。

ウェールズ議会は立法に関する権

汁かれ．さらに「事項（Matters)」

スケジュール５に規定されたものについて，

能を有する。それはまず「分野（Fields)｜に分かれ，さらに

ウエールズ議会の立法に関する権能を拡大するため，に分かれる（表４参照)。

つまり「事項」を追加するため，スケジュール５は修正することができる。そ

ぴ英国議会の両院<はウェールズ議会およれは．英国議会が制定する法律もし

－７８－
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表４ウェールズ議会の権限分野

分野

分野１：農業、漁業、林業、田園開発（agriculture,fisherieafbrestryandruraldevelopment）

分野２：古代遺跡、歴史的建造物（ancientmonumentsandhistoricbuildings）

分野３：文化（culture）

分野４：経済開発（economicdevelopment）

分野５：教育、職業訓練（educationandtraming）

分野６：環境（environment）

分野７：消防､救助サービス､防火の促進(fireandrescueservlcesandpromotionoffiresafbty）
●

分野８：食糧（fbod）

分野９：保健、保健サービス（healthandhealthservices）

分野１０：高速道路、交通（highwaysandtransport）

分野１１：住宅（housmg）

分野１２：地方自治（localgovernment）

分野１３：ウエールズ議会（NationalAssemblyfbrWales）

分野１４：行政（publicadmmistration）

分野１５：社会福祉（socialwelfbLre）

分野１６：スポーツ、レクリエーション（sportandrecreation）

分野１７：観光（topTiRm）

分野１８：都市および１１１園開発（townandcountryplanning）

分野１９：水道、洪水対策（waterandnooddefmce）

分野２０：ウエールズ語（Welshlanguage）

出典：2006年ウェールズ政府法スケジュール５

が承認する「立法権能令

よって可能となる。

のいずれかに(LegislaLiveCompetenceOrderLOO）

またこれらの立法権能と（土別にウェールズ議会は， ウェールズ担当大臣によ

って制定された従位立法を審査する役割を有している。 t立法は，議会措置

ものであり，命令

き（statutoryguid-

従位立法は、

(AssemblyMeasures）もし〈

(order)，規制（regulation入

、Ｃｅ）や地域命令（localorder

}よ英国議会の法律を補う

規則（rule)，制定法の手引き（statutorJ

s）などの要綱（schemes）を含んでいる。ance）や地域命令（localorders）などの

さて，今回の改革によって，従来のウ

かつたものとして，ＬＣＯと「議会拮置」

か。ＬＣＯは，ウェールズ政府，ウェーノ

エールズ議会における立法形式にはな

会拮置」が登場した。これはどのようなもの

ウェールズ議会の委員会，ウェールズ議会の

－７９－
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議員のいずれかによ って提案される。れる゜ＬＣＯに関する手続きについては，議事

提案されたＬＯＯは．ウェールズ議会の委員会規則第22章で規定されている。

における詳細な審議と本会議における誤認が必要である。 ウェールズ議会での

承認を得たＬＣＯは，

を受ける。それが総

もう一つの「議会

ウェールズ担当大臣に送られ、 英国議会の両院での承認

それが終われば，

の「議会措置」

枢密院において女王の裁可を得ることになるｃ

もう一つの｜議会措置」とは何か。

て制定される法の一部である。それは，

|議会措置」は，ウェールズ議会Iこよっ

英国議会の制定法と類似の効力を持つ。

事項」に関して「議

一ルズ政府，ウエー

コミッションIこよっ

ウェールズ議会は，

会措置」を制定す

ルズ議会の委員会、

上記のスケジュール５で規定された

会措置」を制定することができる。「議会措置｜は，ウェールズ政府，ウェー

ルズ議会の委員会，ウェールズ議員個人，ウェールズ議会コミッションによっ

て提案される。「議会措置」に関する手続きについては，議事規則第23章で規

定されている。この提案された「議会措置」の検討のため，次の４つの段階が

必要である。

､第１段階：委員会による「議会措置」

によるそれら一般原則の承認

の一般原則に関する検討および議会

②第２段階：委員会による詳細な検討および修正〔 これは逐条審議を含む。

の選択。これは逐条審議③第３段階：議会による詳細な検討およ ぴ修正部分の選択。

を含む。

④第４段階：最終案を通すための議会による投票型)。

以上のように， 2006年ウェールズ政府法の制定により， ウェールズ議会に

える。ただし，この手続きは．おける立法形式やそ かなり大きく変化したと言える。

の改革によって，

ぱ，それは否で（

ることは以前よ

ウェールズ議会が一次立法の制定が可能になったのかと言え

ウェールズ議会から－次立法の制定を求め

それを定めるのは，上記のように英国議会

それは否である。と言うのは，

とは以前より容易になったが．

の制定する法律によるか， LＣＯを通じて英国議会両院の承認が必･要だからで

ある。また，「議会措置」は，スケジュール５によって規定された「事項」に

ウェールズ議会が制定する法であるので， いわば従来の二次立法に相ついて，

当するものであると言うことができる。
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見

ウェールズ議会および政府の組織改革を挙げるその他の主な改革点として，

前節で紹介した白書で提案された内容がほことができる。この点については，

ぼ実現したと言える。その要点は）その要点は次の３点であるｃ

①ウェールズ議会とウェールズ政府の間を公式･法的に分離し， 立法部と執

政部の責任･役割を明確にした。

の任命に関する条項を設けたく②ウェールズ政府の大臣（WelshMinisters）

首相（theFirstMimster）は議会によって指名され，他の大原は首相によ

いずれも女王によって任命される。って指名され，

比例代表で復活当選する変則性に終止符を打③小選挙区で落選した議員が，

ウェールズ議会選挙に立候補する候補者は， 小った。2007年５月から，

なった23)。選挙区か比例代表のいずれかを選ばなければならなく

2007年ウェールズ議会議員選挙の結果とその後の政治状況4．

選挙結果と連合政権をめぐる軒余曲折(1)

第３回ウェールズ議会議員選挙は，－ルズ政府法に基づく，2006年ウコ

2007年５月３日実施された。その結果は，労働党が26議席，プライド･カムリ

が15議席，保守党が12議席，自由民主党が６議席，無所属が１議席であった。

(表５参照)。

プライド.

過半数を制する政党がなかったことである第一の特徴としては，

第二の特徴は，前回前回選挙に比べて，労働党が４議席減らし，一方，

表５ウェールズ議会議員選挙結果

政党名’１９９９年’2003年’２００７年

労働党 2８１１３０１２６

プライド･カムリ 1７１１２１１５

保守党 1２lｉ２

自由民主党 ６６ ６

その他 １ｏｌｌ

出典：ウェールズ議会ウェブページ
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴（石見）

カムリが３議席増やしたことである。 二れは，同日行われたスコットランド護

会議員選挙の結果と同様に， 労働党が敗北する一方で民族主義を唱える政党が

議席を伸ばす結果となった24)。

モーガン首相は， 労働党は少数単独政権を発足させる意思を発表した。 ただ

ウェールズの統治に安定性を確保するため． プライド･カムリや自由民主

ムリは，労働党政権への協

し，

党に協力を求めた25)。それを受けて，プライド･カムリは，

力を提供するか否かの判断を１週間以内に行うと発表した２６１。 また．ウェール

ｽﾞ保守党は，労働党がﾌﾟライ ド･カムリや自由民主党と交渉を行． ことについ

のコメント

）

フェールズ政府を安定的なものにするために良いことであるとの．て，

を発表した271。そこで，労働党，プライド･カムリ，自由民主党，そして保守

党による大連立政権形成の機運が高まった。この大連合は「虹の連合（ram

bowcoalition)」と呼ばれた。しかしながら，これに対して，プライド･カムリ

の巾で反対の声が挙がった。 4人のウェールズ議会議員と多くの活動家が， 保

を批判した28)。守党が連合に参加すること

結局，

数政権

大連合構想は実現しなかったため． ７月２４口に労働党のみの単独少

(内閣） を発足することが予定された。 しかし，その間も，プライド.

労働党政権との連合に参加する意欲が続いていた。カムリの中では， ただし．

それは上記の大連合構想ではなく， プライド･カムリと労働党のみによる連合

･カムリの中枢メンバーは。一部の民族主政権を意味した。つまり，プライド･カムリの中枢メンバーは，

労働党との連合を選択した29)。義者たちの反対を抑え込むかたちで， これに対

して，労働党もプライド･カムリの連合参加を支持した。ロンドンの労働党本

部では，プライド･カムリとの連合に批判的な声もあったが30)，ウェールズ労

働党はウェールズ統治の安定性確保を優先し, プライド｡カムリとの連合形成

を決断した。モーガン首相は，プライド･カムリの２人のウェールズ議会議員，

エリン･ジョーンズ（EnnJones）とロドリ・トーマス（RhodriGlynThomas）

を． 農村問題大臣と国家遺産ｷ日当大臣にそれぞれ任命した (表６，７参照)。
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ウェールズの分権改革：ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見）

表６ウェールズ政府の内閣

職名氏名

RtnonRhodriMorganAMl首相（FirstMimsterfbrWales）

副首相兼経済･交通大臣（DeputyFirstMinisterandIeuanWhyJonesAM

MinisterfbrtheEconomyandTransport）

環境･持続維持･住宅大臣（MinisteribrEnvironment，aneDavidsonAM』

SustainabnityandHousing）

財政･公益事業提供大臣（MimsterfbrFi ｄＰｕｂｌｉＡｎｄＴｅｗＤａｖｉｅｓＡＭ ｍＴ円UｅｒｌＯｒｍｌｎＢｈＣｅａｎＣｌｒＵＤ１１ＣｅｌＨｒＬﾉ陽､Ⅵ【割合

ServiceDenverｙ

DrBrianGibbonsAM｜社会正義･地方自治大臣（MiTliRferfbrSocialJusticeandｍｌＲＴｅｒｌＯｒごＯＣＴＲｌＪＵＲｔｌｑｅａｎ

LocalGoverTwT1ent）

EdwinaHartMBF1AM｜保健･社会サービス大臣（MinisterfbrHealthandSocialス nlsteribrLlealthandSoc1aｗ１ｎａｌａａｒｔ

Services）

供･教育･生涯学習･専門技術大臣(MinisterfbrChndren，子供･教育･生涯 ヨaneHuttAM』

Education,LifdongLearningandSkills）

法律顧問兼議会リーダー（CounselGeneralandLeaderofaｒｗｙｎＪｏｎｅｓＡＭＣ

theHouse）

農村問題大臣（MimsterfbrRurB1AFfhirs〕ElinJonesAM

RhodriGlynThomasAM｜国家遺産大臣（MinisterfbrHeritage）

出典：ウェールズ政府ウェブページ

表７ウェールズ政府の部局

部局名

針今秬義･地方自治部（SocialJusticeandLocalGovernment）

公衆衛生･保健専門職部（PnblicHealthandlTPn1thProfbssions）

環境･持続維持･住宅部（Environment,SustainabilityandHousing）

戦略政策･立法･交流部（StrategyPoucy；LegislationandCommunicationB）

農村問題･国家遺産部（RuralAffairsandHeritage）

公益事業･業務部（PUbncServicesandPerhTmnnne）

経済･交通部（Economyandnansport）

保健･社会サービス部（HealthandSocialServices）

子供･教育･生涯学習･専門技術部（Children,Education,LifblongLearningandSkillS）

中枢サービス部（CentralServiceDepartments）

出典：ウェールズ政府ウェブページ
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ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見）ウェールズの分権改革

ウェールズ議会における今後の課題(2)

_ルズ政府も一応の安定的な政

ができる。最後に，今後のウェ

小論の締めくくりとしたい。

仇以前と比べると，ウェールズ

イ､指摘Ｌたようにウェールズ

ド･カムルの連合参加によって，プライ ウュ

権運営の体制を整えることができたと言うことができる。

－ルズ議会および政府の課題について整理し，

，それ以前と比べると，

上記でも指摘したように，

2006年ウェールズ政府法の制定により

の分権化は進展したと言える。 ただし，

この点いまだに一次立法を制定する権限を完全には獲得していないｃ議会は。

が今後の課題になるだろう。

ウェールズ議会の議長（thePresidingOfficer）であるエリス・トーマス卿

第３期のウェールズ議会の最大の課題は， ウエー几(LordElis-Thomas）も，

その是非を問トランド議会並みの権限を獲得することであり，ズ議会がスコッ

う住民投票を実施することがまず必要であると指摘している31)。

英国議会および英国政府が,ウェールズのさらなる分権化を認めるか否かも，

ただし，ウェールズがそのようなさらなる今のところは分らない状況である。

ともウェールズの政治が安定しているこ とが分権化を進めるためには，少なく

前提条件となる。かつて，ウエー 労働党と自由民主党の連合政権がウェールズでは，

結果的に長続きしなかった。今後のさらなる分権

労働常とプライド･カムリとの連合政権が継続す

形成されたことがあったが，

化を進めるためには．現行の労働党とプラ

その実現に向けた第一歩となるだろうｃることが．

5．おわりに

1998年ウェールウェールズにおける分権改革の状況について，小論では，

ｽﾞ政府法のし 2006年ウェールズ政府法による改革のそれによる変化， 2007くみ，

年５月の第３回議会議員選挙の結果とその後の状況の順で整理を試みてきた。

スコットランド議会と比べて大きく異なり，ウェールズ議会の機能･権限は、

また．ウェールズ議会の組織形態･権限しか持たなかった。一回り小さな機能

ウェールズ政府の内閣はウェールズ議会の－委員会に過ぎないといiも特殊で，
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(石見）ウェールズ政府法の改正過程とその特徴ウェールズの分権改革

う独特の関係に置かれていたｃ

ウェールズ議会の機能･権限は強化2006年ウェールズ政府法の制定により，

立法の制定を英国議会へ請求するしくみも整され．ウェールズ議会側から ･次

立法部と執政部の分離独特な議会と政府の関係も改められ，備された。また，

ウェールズ議会が一次立法を制定する権限が公式に実現した。ただそれでも，

相変わらず，一次立法を制定するを持たない状況には変化が見られなかった。

英国議会に留保されたままである。権限は，

労働党は議席を減らし2007年５月の第３回ウエールズ議会議員選挙の結果，

自由民主党。保守党による大連合も模索された。労働党，プライド･カム

たが，結局，労働党とプライ

のウェールズ政治の課題は，

プライド・カムリ，

今後ド･カムリのみによる連合政権が発足した。

ウェールズのさらなる分権化．つまりウェールズ

ﾄﾞ型への発展であることが明確になってきた。議会のスコットラン

ウェールズの分権化は，１０これらの整理を通して明らかになったことは，

1998年から2007年までの間にかなり変化してきたという年の時間をかけて，

ことである。今後！ そして，分権改革の今後もまだまだ変化する二とが予想される。

の権限をウェールズ議会に委譲することらできるだけ多く英国議会か中心は，

であり，

ていた◎

を高めることに王眼が置かれウェールズ議会の自己決定権（自律性）

この立法権を中心とした分権（政治的タ(政治的分権）が，ウェールズをはじめ

とする英国の分権改革の特徴と言える。

注

１） Deacon,Russen,Ｄ副oZzLtdo?ｚＺ７ｚＢ”rad?zToacLZ/’２ｎｄｅｄ.,ManchesterUmversity

Press,Manchester，2006,ppl54-155．

2）１９９９～2003年の間において，ウェールズ議会は，９件の二次立法（二次立法

全体の１％）しか修正できなかったというという報告がある。また，議会で審

議されたのは二次立法のうち２９％のみであり，７１％は議会での審議なしに議

会を通過したという報告もある。それではどうしてこのような状態になってい

るのか。それにはいくつかの理由がある。①二次立法を制定する権限をめぐり，

中央各省とウェールズ議会の間で，権限分担が不明確なため。②多数の二次立

法がウェールズ議会に提出され，それを効果的に精査するには議員の数が足り
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ウェールズ政府法の改正過程とその特徴 (石見）ウェールズの分権改革：

ないため。③本会議の時間は限られており，すべての二次立法を検討した場合，

他の業務への時間がなくなるため。④議員には，立法を修正したり採用したり

するのに必要な複雑な行為についての十分な知識がなく，その精査を行うため

⑤二次立法は別の法律のの補佐システムは政府の大臣のみが有しているため。

それゆえ－部を変えると政策の実施全体に影一部を構成している場合があり，

饗を与えることがあるため。⑥二次立法の多くは，非論争的もしくは機能的な

性格のものであり，精査する論点が少ないため。⑦ウェールズ政府が，二次立

法の審議を通じて，その立法の内容に修正が加えられることを嫌うため。IbicZ.，

ｐｌ５５

IbZd､,ｐ､１５６．

１
１

３
４

ウェールズ議会が一次立法の制定を求めた場合のウェールズ担当大臣の対応に

その要求を完全に拒絶する場合であるｃ'よ次の３つの場合がある［ つは．

ﾄﾞでの法案に入れ込むとウェールズからの要求を来るべきイングランつ目は．

ウェールズ独自の法律を制定する方法であるいう方法である。三つ目は，

1999～2005年にかけて次の４つの法律が制定された。 Ohndren,sOommissioner

fOrWalesAct200LHealth（Wales）Act2003,PublicAudit（Wales）Ａｃｔ2004】

PublicServicesOmbudsman(wales)Act2005.jbfcZ.,ppl56-157

IbZd.,ｐ､１５８．5）

6）

7）

め'Ｃｌ.,ｐ1５９．

ｏ７ｚｔ/ｚｅＰｏ〃e活ｃＬ冗CZEJecitoml

WtMes，NationalAssemblyfor

RichardOomnussion,Repo7tq/t/zｅ ００ｍ?7Z2SSZO祝

Q/UhejVtztZo”qJAssembZZ/ｊｂ７Ａ?八ｍ?zOeme7zts

WaleaCardiff,2004,ｐｌ４３

Deacon,ｏｐｃｉｔ.,ｐ､１６４．8)

9） Deaconの記述を参考にすれば，2007年以降，ウェールズ担当大臣が担当して

いる機能･権限がウェールズ議会に移管されることが予定されている。その主

な対象は，ウェールズの会計検査官の任命に関する権限である。ただし，今後

も．ウェールズ担当大臣がウェールズ議会から提出される一次立法制定に関す

ウェールズ議会の議事規則のる要求のゲートキーパーの役割を務めることと，

改定を決定する権限には変更はないという。lbZcZ.,ｐ165.

欧州構造基金には，３つのタイプがあり，「目的1」は，後進地域の開発と構造

調整の促進をねらいとするものである。「目的2」は，構造的困難に直面する地

域の経済的･社会的転換の支援をねらいとするものである。「日的3」は，教育，

訓練および雇用の改善･近代化の支援をねらいとするものである。「目的１」が

構拮基令全体の69.7％を占め，「目的2」は１１５％，「目的3」は１２３％を占め

１０）

｢欧州連合（EU）の構造政策（地域政策)」参照外務省ウェブページる、

11）ＥＩＣネット（海外ニュース） httD:"ｗｗｗ.e１０.orjD/news/?act=view＆serial=398
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ウェールズ政府法の改7F渦程とその特徴ウェールズの分権改革： (石見）

”と呼ばれるもので，

食料の安定的な供給，

12）欧州共通農業政策とは，“00mmonAgriculturalPoncy:CAP,，

原則的に加照国に共通して適用される農業政策のことで，

適正な価格の維持を目的とするものである。1957年のローマ条約で規定され，

価格.所得政策と農業開発政策の２つから構成される。ＥＵの予算全体の３分の

2を占めている。駐日欧州委員会代表部ウエブページ「ⅡＵ共通政策」参照。

スコットランドは，バーネット・フォーミュラーの計算において，イングラン

ドに比してかなり優遇されている。もし，ウェールズが，バーネツト・フォー

される。ＥＵの予算全

13）

それは当然，スコミュラーの計算式についての議論を英国政府と始めた場合，

労働党は，スコットランドを票田と

コットランドヘの優遇策を変える可

トランドにも影響を及ぼすことになる。､ソ

しており，政治的な思惑からも，現行のスコットラン

能性のある改革には消極的である。保守党は，別の理由からバーネット・フォ

ーミュラーの再検討に反対していた。それは，バーネット・フォーミュラーに

ついて，ウェールズ議会の発言力が強まれば，ロンドンの英国議会での保守党

の影響力が低下することを恐れたからである。

RichardOommission,Repo7j可ｔｈｅＯｏﾘﾘTmzsszo？２０〃1t"ｅＰｏｕﾉe汚〔zlzaEZectoml
P句

１４）

A7nmoZgeme?ztsqﾌﾟｵﾉZeMztfo?zqlAsse77zbh/jbγWlzZes,ｐ265．

SmglelTansferableVoteelectoralsystemの略で，単記移譲式比例代表制と訳さ15）

れる。ＳＴＶとは，複数の定数の選挙区において，投票する候補者に順位を付け

て投票する制度である｡集計では，まず第１順位の票を集計し，当選基数（当

選に十分必要な票数）を獲得した候補者を当選とする。第１順位の候補者が当

選基数を超えて獲得した票については，第２順位の候補者に分配（移譲）する。

この投票方法のねらいは，死票の数を少なくするところにある。ＳＴＶ方式の歴

史は古く，この方式は１９１０年に英国選挙改革協会（theBritishBlectoral

ReformSociety）によって開発された。甲斐祥子「イギリス選挙制度改革と単

記移譲式比例代表制」『帝京国際文化研究ｊ第18号，2004年，ｐ９３参照。南

野泰義「一九九八年北アイルランド地方議会選挙の構造」『立命館法学』第274

号，2000年６月号，ｐ267参照。

Deacon,ｏｐｃｉｔ.，ｐ,１７５．

１
Ｊ
１
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１
１

Wbs$emMnfL4August2004・

AMS方式は，追加的議員システムと訳される。現在，スコットランド議会議員

選挙，ウェールズ議会議員選挙，大ロンドン市議会議員選挙で採用されている。

スコットランドの地方自治体議会議員選挙では，従来，小選挙区制を採ってい

2007年５月の選挙からＳＴＶ方式での比例代表制に変更された。たが，

Trench,Alan,BejteγＧｏＵｅ?､?z”cejb?WlzZesfq?zA7zqUZ/sおＱﾌﾟｵﾉZeW7ZitePcuPe〆o冗19）

PapersNQ13，ESRCDevolutionDeDoZzJ2Zo”jb7WtuZes,TheDevolutionPoncy

Programme,London,2005,Ｐ1．

－８７－



(石見）ウェールズ政府法の改正過程とその特徴ウェールズの分権改革：

Deacon,ｏｐｃｉｔ.,ｐ1７６．20）

21） PressreleasebyOfnceoftheFirstMinister，GLoue7w？ze犯ｔＱ/WmesAct/zemUcZs

?ze2D〔ZcLuﾉ?zjb7aeuohﾙｵto兜,theWelshAsscmblyGovernment,２５Ｊｕｌｙ２００６

GLu,ZＣＺｅｔｏ theLegidsZq1iUuePγocessZ泥it/zｅTheNationalAssemblyforWales,Ａ２２）

lVtLtdo?zcLJAsse77zbUWb7W1zZes,2007.

PressrcleasebyOIficeoftheFirstMinister．23）

24） スコットランド議会議員選挙においても，労働党が50議席から 46議席に４議席

ﾄﾞの民族主義政党であるスコットラその一方で，スコットラン ンド民減らし，その一

族党（SNP）は、 スコットランドでは，

｢英国スコットラン

27議席から４７議席に２０議席増やした。

I土，拙稿SNPのみによる単独少数政権が発足した。詳しく

ドにおける分権改革の新段階：スコットランド議会議員選挙の結果と英国から

の分離･独立の動き」「国士舘大学政経論叢』第142号，2007年１２月，参照。

ePohtix・com,MorganlookstomnorityadnUnistration,１５Ｍａｙ２００７25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

ePohtix-com,Plaidassemblydecision`withmaweek''１６Ｍａｙ２００７

ePontix-com,Welshcoahtiontalks`progressing''２１Ｍａｙ２００７

ePohtix･com,Plaidtopursue`rambowcoahtion，,２３Ｍａｙ２００７

ePohtix-com,PlaidoptsfbrLabourcoalition,２７Ｊ１ｍｅ２００７

ePohtixcomPlaidandLabourbackcoalitiondeal,７Ｊｕｌｙ２００７

ePohtixcom,AssemblyopenswithcallfDrnewpowers,５Ｊｕｎｃ２００７

(本文の注で用いた以外のもの）参考文献

･自治体国際化協会『英国の地方分権jCLAIRREPORT第208号，2000年

･軍司英士「分権改革とウェールズの自治」『国士舘大学政経論叢」第131号， 2005

年３月

liiイギリスの行政とガバ･軍司英士「地域分権化の動向と今後の課題」 ｢條美智彦編

ナンス」成文堂，2006年

Rawlings,Richard1Deld7zeqitZ7ZgWtLles,UniversityofWales3Cardjff,2003‘

Trench,Ａｌａｎ(ed.〕,HtLsDeuol2Jt6o?ｚＭｔｚｄｅｑＤ@旗γ℃?zＣｅ?:Ｔ１ｈｅＳｔｑｒｅ可ｵﾉzeMJtZo?zｓ

20“,ImprmtAcademic1Exeter,2004.

QfDeuoZutZo〃ＪｍｅＳｔｑｔｅＱ/theML#Zo?zs2005，Trench Alan（ed.),meDg7zcmzzcs

ImprmtAcademic,Exeter,２００５

Royles，Blin，“CivilSocietyandtheNewDemocracymPost-devolutionWales-A

CaseStudyoftheEUStructuralFunds，，,EGgZo7zcMq7zcjFeaemZSDzLclZes,ｖｏＬ１６．

､０．２，Routledge,Ｊｕｎｅ2006.

Q／Ｗ上uZes.Ｔ/ZeWbZs/ｚｑｉ１ｃｅｑ７ｚｃｌｔ/zePoZZcZ／Deacon,RusselL77zeGoUe?ｗａ?zＣｅ

PmcessZ96小-99,WelshAcademicPress,Cardiff,２００２
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